
 

一 

◎
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

〇
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

 

附 

則 

  

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

〔
略
〕 

 

一
の
二 

次
条
の
規
定 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
施
行
の
日 

 

二 

第
二
条
中
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
項
の
改
正
規
定
（
同
項
中
「
記
載

さ
れ
、
」
の
下
に
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
申
請
の
日
に
お
い
て
本
人
の

年
齢
が
主
務
省
令
で
定
め
る
年
齢
に
満
た
な
い
場
合
を
除
き
」
を
加
え
る

部
分
及
び
同
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
第
五
項
」
を
「
第
十
七
条
第
六
項
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
十
六
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第

十
七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
八
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十

 
 

 

附 

則 

  

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

〔
同
上
〕 

   

一 

〔
同
上
〕 

 

〔
新
設
〕 

   

二 

第
二
条
中
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
項
の
改
正
規
定
（
同
項
中
「
記
載

さ
れ
、
」
の
下
に
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
申
請
の
日
に
お
い
て
本
人
の

年
齢
が
主
務
省
令
で
定
め
る
年
齢
に
満
た
な
い
場
合
を
除
き
」
を
加
え
る

部
分
及
び
同
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
第
五
項
」
を
「
第
十
七
条
第
六
項
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
十
六
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第

十
七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
八
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十



  

二 

八
条
の
八
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
四
十
四
条
の
改
正
規
定
並
び

に
附
則
第
二
条
の
規
定
、
附
則
第
二
十
二
条
中
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
別
表
第
一
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
二
十
七
号
）
の
項
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定 

公
布

の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定

め
る
日 

 

三
・
四 

〔
略
〕 

 

五 

第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
附

則
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
二
条
（
第
二
号
に
掲
げ

る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
七
条

の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
経
過
し
た
日
以
降
に
お

い
て
別
に
法
律
で
定
め
る
日 

  

（
別
に
法
律
で
定
め
る
日
の
検
討
） 

第
一
条
の
二 

前
条
第
五
号
の
別
に
法
律
で
定
め
る
日
に
つ
い
て
は
、
医
療
保

険
各
法
等
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
医
療
保
険
各
法
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
を
い
う
。
）

の
規
定
に
よ
る
電
子
資
格
確
認
に
よ
る
被
保
険
者
及
び
被
扶
養
者
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
の
確
認
が
安
全
か

つ
確
実
に
行
わ
れ
る
た
め
の
環
境
整
備
の
状
況
、
被
保
険
者
等
が
療
養
を
受

八
条
の
八
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
四
十
四
条
の
改
正
規
定
並
び

に
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
次

条
並
び
に
附
則
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
二
条
か
ら

第
二
十
五
条
ま
で
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日 

   

三
・
四 

〔
同
上
〕 

 

〔
新
設
〕 

      

〔
新
設
〕 

     



 

三 

け
る
際
の
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
等
の
利
用
の
状
況
、
医
療
保
険
の
被
保

険
者
証
等
の
廃
止
が
高
齢
者
及
び
障
害
者
を
は
じ
め
と
す
る
被
保
険
者
等
に

支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
の
策
定
の
状
況
、
医
療
保
険

の
被
保
険
者
証
等
の
廃
止
に
関
す
る
国
民
世
論
の
動
向
そ
の
他
の
事
情
を
勘

案
し
て
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
条 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
申
請
さ
れ
、

又
は
発
行
さ
れ
て
い
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
次
条
第
二
項
及
び

第
三
項
に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
本
人
の
写
真
の
表
示

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

第
九
条 

本
籍
地
の
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自

治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
区
長
又
は
総
合
区
長
と
す
る
。

以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
三
号
施
行
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
に
、
市
役
所
（
特
別
区
の
区
役
所
を
含
む

も
の
と
し
、
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
又
は
総
合
区
の
区
役
所
と
す
る
。
）

       

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
条 

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
申
請
さ
れ
、
又
は
発

行
さ
れ
て
い
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
次
条
第
二
項
及
び
第
三
項

に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番

号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
本
人
の
写
真
の
表
示
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

第
九
条 

本
籍
地
の
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一

項
の
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ

て
は
、
区
長
又
は
総
合
区
長
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
十
三
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
三
号
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
に
、

市
役
所
（
特
別
区
の
区
役
所
を
含
む
も
の
と
し
、
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、



  

四 

又
は
町
村
役
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
（
次

項
に
お
い
て
「
管
轄
法
務
局
長
等
」
と
い
う
。
）
の
許
可
を
得
て
、
附
則
第
一

条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
に

係
る
氏
の
振
り
仮
名
を
戸
籍
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
の

前
日
ま
で
に
附
則
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
届
出
又
は
附
則
第
七

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

２
～
４ 

〔
略
〕 

  

（
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
六
条 

第
十
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
国
民
健
康
保
険
組
合
か
ら
被
保
険
者
証
又
は
被
保

険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
、
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
五
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
保
険

医
療
機
関
等
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険

医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
を
い
う
。
附
則
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら

療
養
を
受
け
る
場
合
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
同
法
第
八
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
を
い
う
。
附
則
第
十
八
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
か
ら
指
定
訪
問
看
護
（
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

訪
問
看
護
を
い
う
。
附
則
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
場
合
に
お

け
る
当
該
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
第
十
条

区
又
は
総
合
区
の
区
役
所
と
す
る
。
）
又
は
町
村
役
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
（
次
項
に
お
い
て
「
管
轄
法
務
局
長
等
」
と

い
う
。
）
の
許
可
を
得
て
、
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際

現
に
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
に
係
る
氏
の
振
り
仮
名
を
戸
籍
に
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
の
前
日
ま
で
に
附
則
第
六
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
の
届
出
又
は
附
則
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
届
出
が

あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２
～
４ 

〔
同
上
〕 

  

（
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
六
条 

第
十
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
国
民
健
康
保
険
組
合
か
ら
被
保
険
者
証
又
は
被
保

険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
保
険

医
療
機
関
等
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険

医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
を
い
う
。
附
則
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら

療
養
を
受
け
る
場
合
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
同
法
第
八
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
を
い
う
。
附
則
第
十
八
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
か
ら
指
定
訪
問
看
護
（
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

訪
問
看
護
を
い
う
。
附
則
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
場
合
に
お

け
る
当
該
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
第
十
条



 

五 

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証

明
書
の
有
効
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
（
当
該
有
効
期
間
の
末
日
が
第
五

号
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
以
後
で
あ
る
と
き

は
、
第
五
号
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
と
す
る
。
）
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 

 

第
十
七
条 

市
町
村
は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法

（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
施
行
の
た
め
に
必
要
な
条
例
の
制
定
又

は
改
正
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
五
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う

こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
八
条 

第
十
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

か
ら
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

が
、
第
五
号
施
行
日
以
後
に
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養
を
受
け
る
場
合
又

は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
当

該
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命

令
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書

が
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
間
（
当
該
期
間
の
末
日
が
第
五
号
施
行
日
か
ら

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証

明
書
の
有
効
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
（
当
該
有
効
期
間
の
末
日
が
第
二

号
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
以
後
で
あ
る
と
き

は
、
第
二
号
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
と
す
る
。
）
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 

 

第
十
七
条 

市
町
村
は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法

（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
施
行
の
た
め
に
必
要
な
条
例
の
制
定
又

は
改
正
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う

こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
八
条 

第
十
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

か
ら
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

が
、
第
二
号
施
行
日
以
後
に
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養
を
受
け
る
場
合
又

は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
当

該
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命

令
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書

が
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
間
（
当
該
期
間
の
末
日
が
第
二
号
施
行
日
か
ら



  

六 

起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
以
後
で
あ
る
と
き
は
、
第
五
号
施
行

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
と
す
る
。
）
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

第
十
九
条 

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含

む
。
）
の
施
行
の
た
め
に
必
要
な
条
例
の
制
定
又
は
改
正
そ
の
他
の
行
為
に
つ

い
て
は
、
第
五
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
以
後
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
号
施
行

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
と
す
る
。
）
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

第
十
九
条 

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含

む
。
）
の
施
行
の
た
め
に
必
要
な
条
例
の
制
定
又
は
改
正
そ
の
他
の
行
為
に
つ

い
て
は
、
第
二
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 
 

 


